
（２）下水道事業会計 

下水道事業は、地方公営企業法の財務規定等を適用した地方公営企業として経営を行

っている。 

本市の下水道事業では、公共下水道事業と個別排水処理施設事業を運営しており、こ

のうち、公共下水道事業においては、公共下水道の整備区域を対象に、汚水管渠や雨水

管渠、若山浄化センターなどの整備や改築更新、維持管理を行っている。 

また、個別排水処理施設事業においては、公共下水道の整備区域以外の区域などを対

象に、住民要望に基づき、浄化槽の整備、維持管理を行っている。 

 令和８年度予算においては、公共下水道事業、個別排水処理施設事業それぞれ、年間

有収水量及び接続戸数（設置戸数）を次のように見込んだ。 

【令和８年度における年間有収水量等の見込み】 

区 分 公共下水道事業 個別排水処理施設事業 

年間有収水量 2,935,752  18,630  

接続戸数（設置戸数） 21,517 戸 116 戸

また、主要な建設改良事業としては、公共下水道事業で、登別停車場線の無電柱化事

業や東通の整備事業に伴う汚水管渠移転補償工事のほか、東通の整備事業に伴う雨水管

渠新設工事、若山浄化センターの電気設備改築更新などの費用を計上するとともに、個

別排水処理施設事業で、浄化槽７基の整備費を計上した。 

【主な建設改良事業費の内訳】 
（単位：千円） 

区   分 事 業 費 

公共下水道事業 579,413

管渠建設費 425,568

処理場建設費 153,845

個別排水処理施設事業 39,560

 個別排水処理施設整備費 39,560

合  計 618,973
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件　名

　下水道事業会計　添付資料

登別温泉通汚水管渠移転補償工事

S=1：2,500
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件　名

　下水道事業会計　添付資料

来馬川第13排水区雨水管渠新設工事

S=1：3,000
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件　名

　下水道事業会計　添付資料

東通汚水管渠移転補償工事

S=1：2,500
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件　名

　下水道事業会計　添付資料

桜木町地区汚水管渠改良工事

S=1：2,500
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　下水道事業会計　添付資料

S=1：2,000
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